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☆オンライン知的財産セミナー（中国特許セミナー） ⑻☆令和６年知的財産法民事訴訟事件判決の概況⑤・完 ⑴

２　知財高裁令和６年９月25日判決（令５
（ネ）10111）［著30］
＜事案の概要＞

原告オプスヴィック社は、デザイナーであるAから
原告製品に係る著作権を取得し、原告ストッケ社は、
原告オプスヴィック社から同著作権の独占的利用権
を取得し、製品名をTRIPP TRAPPとする原告製品
を製造販売等しているところ、原告らが、被告に対し、

被告による被告各製品の製造販売等の行為が、原告
製品について、原告オプスヴィック社が有する著作
権及び原告ストッケ社が有するその独占的利用権の
各侵害行為（著21条、27条）となる等と主張した。
＜判旨＞

［１］…著作権法は「文化的所産の公正な利用に留意
しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化
の発展に寄与すること」を目的とし（同法１条）、著
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